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　６５歳以上の要支援・要介護
認定を受けていない方に、健
康づくりやもの忘れ予防に役
立つ情報のご案内や相談を行
います。（１人３０分程度）

とき・ところ等　下表のとお
り
申　込　８月３日から、電話
で各地域包括支援センター
へ。

介護予防相談会

ところ・申込先と　き対象地域
小金井みなみ地域包括
支援センター
（☎０４２−３８８−８４００）

８／１７（月）
１０：００〜１２：００

本町６丁目、前原
町、貫井南町

小金井きた地域包括支
援センター
（☎０４２−３８８−２４４０）

　／１９（水）
１３：３０〜１５：００

梶野町、関野町、緑
町、本 町 ２・３ 丁
目、桜町１・３丁目

小金井ひがし地域包括
支援センター
（☎０４２−３８６−６５１４）

　／２０（木）
１３：３０〜１５：００

東町、中町、本町１
丁目

　

全
国
的
に
高
齢
者
虐
待
の
報
告

が
増
加
し
て
お
り
、
市
で
も
対
応

件
数
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
者
虐
待
が
疑
わ
れ
る
、
ま

た
は
、
虐
待
に
つ
な
が
る
か
も
し

れ
な
い
等
、
気
に
か
か
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
窓
口
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
関
係
機
関
で
事
実

確
認
を
行
い
、
判
断
・
対
応
を
行

い
ま
す
の
で
、
通
報
時
点
で
虐
待

の
確
証
が
な
く
て
も
構
い
ま
せ

ん
。
な
お
、
通
報
者
の
情
報
は
保

護
さ
れ
ま
す
。

　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
と
早
期
発

見
に
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
虐
待
の
区
分

▽　

身
体
的
虐
待
＝
高
齢
者
の
身

体
に
外
傷
・
痛
み
が
生
じ
る
暴

行
を
加
え
る
こ
と
、
外
部
と
の

接
触
を
意
図
的
に
遮
断
す
る
こ

と
▽　

介
護
・
世
話
の
放
棄
・
放
任

＝
高
齢
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う

な
著
し
い
減
食
ま
た
は
長
時
間

放
置
す
る
こ
と
、
養
護
を
著
し

く
怠
る
こ
と

▽　

心
理
的
虐
待
＝
暴
言
・
無

視
・
嫌
が
ら
せ
等
に
よ
り
、
高

齢
者
に
精
神
的
な
苦
痛
を
与
え

る
こ
と

▽　

性
的
虐
待
＝
本
人
が
同
意
し

て
い
な
い
性
的
な
行
為
や
そ
の

強
要
を
す
る
こ
と

▽　

経
済
的
虐
待
＝
高
齢
者
の
財

産
を
不
当
に
処
分
ま
た
は
使
用

す
る
こ
と
、
本
人
が
希
望
す
る

（
必
要
な
）
財
産
の
使
用
を
理

由
な
く
制
限
す
る
こ
と

▽　

セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
＝
認
知

症
等
で
判
断
力
が
低
下
し
た
高

齢
者
が
、
不
衛
生
な
環
境
下
で

生
活
す
る
、
必
要
な
医
療
・
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な
い
等
、

自
身
で
不
適
切
な
環
境
を
形
成

す
る
こ
と

【
通
報
受
付
お
よ
び
対
応
窓
口
】

▽　

介
護
福
祉
課
包
括
支
援
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
４
５
）

３８７

▽　

梶
野
町
、
関
野
町
、
緑
町
、

本
町
２
・
３
丁
目
、
桜
町
１
・

３
丁
目
に
在
住
の
方
＝
小
金
井

き
た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎　

儿　

儿
２
４
４
０
）

０４２

３８８

▽　

東
町
、
中
町
、
本
町
１
丁
目

に
在
住
の
方
＝
小
金
井
ひ
が
し

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎

　

儿　

儿
６
５
１
４
）

０４２

３８６

▽　

前
原
町
、
本
町
６
丁
目
、
貫

井
南
町
に
在
住
の
方
＝
小
金
井

み
な
み
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
（
☎　

儿　

儿
８
４
０
０
）

０４２

３８８

▽　

本
町
４
・
５
丁
目
、
桜
町
２

丁
目
、
貫
井
北
町
に
在
住
の
方

＝
小
金
井
に
し
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿
７
３

０４２

３８６

７
３
）

 　

人
気
の
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
（ 
賭 か

け
な
い
・
飲
ま
な
い
・
吸
わ
な

い
）
で
新
し
い
友
達
と
楽
し
く
交

流
し
ま
し
ょ
う
。

と　

き　

９
月
９
日
～　

月　

日

１１

１１

の
毎
週
水
曜
日
午
後
１
時
～
３
時

（
全
８
回
。
９
月　

日
、　

月
７

２３

１０

日
を
除
く
）

と
こ
ろ　

福
祉
会
館
２
階
集
会

室
、
５
階
保
健
会
場

講　

師　

金
澤
喜
重
さ
ん
（
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
健
康
麻
将
全
国
会
代
表
理

事
）

対　

象　

お
お
む
ね　

歳
以
上
の

６０

方定　

員　
　

人
（
多
数
抽
選
）

５０

費　

用　

２
千
円
（
教
材
費
）

企
画
運
営　

高
齢
者
い
き
い
き
活

動
推
進
員

申　

込　

８
月　

日
（
必
着
）
ま

１４

で
に
、
往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
社
会
福
祉
協
議
会
「
健
康
麻

高
齢
者
い
き
い
き
活
動
講
座 

健
康
麻
将
（
マ
ー
ジ
ャ
ン
）

入
門

将
入
門
係
」
（
〒　

儿
０
０
１
２

１８４

中
町
４
儿　

儿　

☎　

儿　

儿
０

１５

１４

０４２

３８６

２
９
４
）
へ
。

 　

市
で
は
、
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
活

用
方
法
や
協
力
店
マ
ッ
プ
を
掲
載

し
た
冊
子
を
作
成
し
ま
す
。

　

協
力
店
は
随
時
募
集
し
て
い
ま

す
の
で
、
申
込
方
法
等
詳
し
く

は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
り
ん
く
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
り
ん
く
へ

ル
プ
カ
ー
ド
事
業
担
当
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
６
６
）
、
自
立
生
活
支

３８７援
課
（
☎　

儿　

儿
９
８
４
８
）

０４２

３８７

 
と　

き　

８
月
７
日
（
金
）
午
後

６
時　

分
～
８
時

３０

と
こ
ろ　

市
民
会
館
・
萌
え
木
ホ

ー
ル
Ａ
会
議
室

内　

容　

計
画
相
談
支
援
事
業
の

説
明
、
個
別
相
談
会
等

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方

定　

員　
　

人
（
当
日
先
着
順
）

４０

問
合
先　

障
害
者
地
域
自
立
生
活

へ
ル
プ
カ
ー
ド
ス
テ
ッ
カ
ー

掲
示
協
力
店
を
募
集
中

障
が
い
の
あ
る
方
の
計
画
相

談
支
援
事
業
説
明
会
を
開
催

支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿
８

０４２

３８１

８
１
１
）

 
【
①
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
】

　

８
月
期
分
＝
４
～
７
月
分

【
②
特
別
障
害
者
手
当
等
】

　

８
月
期
分
＝
５
～
７
月
分

【
③
児
童
扶
養
手
当
】

　

８
月
期
分
＝
４
～
７
月
分

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

振
込
日　

８
月　

日
（
月
）

１０

　

振
込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
。
金
融
機
関
に
よ
っ

て
は
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

▽
振
込
日
以
降
、
７
日
を
過
ぎ

て
も
振
り
込
ま
れ
な
い
場
合　

▽

口
座
や
住
所
ま
た
は
氏
名
を
変
更

し
た
場
合　

▽
施
設
に
入
所
し
た

場
合　

▽
障
が
い
の
程
度
が
変
わ

っ
た
場
合
（
①
）
▽
病
院
等
に
３

か
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
場

合
（
②
）

問
合
先　

①
②
自
立
生
活
支
援
課

障
害
福
祉
係
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

４
２
）
③
子
育
て
支
援
課
手
当
助

成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

各
種
手
当
の
支
給

①　
児
童
扶
養
手
当

②　
ひ
と
り
親
家
庭
等 

　

医
療
費
助
成

　

次
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
児
童

（　

歳
に
達
し
た
年
度
の
末
日
、

１８
中
級
程
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る

と
き
は　

歳
未
満
）
を
養
育
す
る

２０

家
庭

　

▽
父
母
が
離
婚　

▽
父
ま
た
は

母
が
死
亡　

▽
父
ま
た
は
母
が
重

度
の
障
が
い
を
有
す
る　

▽
父
ま

た
は
母
が
生
死
不
明　

▽
父
ま
た

は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る　

▽
母
が
未
婚
で
父
が
い
な
い

▽
父
ま
た
は
母
が
保
護
命
令
を
受

け
て
い
る　

▽
父
ま
た
は
母
が
１

年
以
上
拘
禁

受
付
期
間　

８
月
３
日
（
月
）
～

　

日
（
月
）

３１

③　
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

次
の　

歳
未
満
の
児
童
を
扶
養

２０

し
て
い
る
父
、
母
ま
た
は
養
育
者

　

▽
精
神
の
発
達
が
遅
滞
し
て
い

る
児
童
（
お
お
む
ね
愛
の
手
帳
１

～
３
度
）
▽
身
体
に
重
度
お
よ
び

中
度
の
障
が
い
を
有
す
る
児
童

（
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１

～
３
級
）

受
付
期
間　

８
月　

日
（
火
）
～

１１

９
月　

日
（
木
）

１０
④
儿
１　
特
別
障
害
者
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障

が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
に
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す

る
程
度
の
状
態
に
あ
る　

歳
以
上

２０

の
方
（
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手

帳
１
・
２
級
、
愛
の
手
帳
１
・
２

度
で
、
重
複
の
障
が
い
を
有
す
る

方
、
ま
た
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
疾

病
、
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
方
）

受
付
期
間　

８
月　

日
（
火
）
～

１１

９
月　

日
（
木
）

１０
④
儿
２　
障
害
児
福
祉
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障

が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る
程
度

の
状
態
に
あ
る　

歳
未
満
の
児
童

２０

（
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
お
よ
び
２
級
の
一
部
、
愛
の
手

帳
１
度
お
よ
び
２
度
の
一
部
、
ま

た
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
疾
病
、
精

神
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
）

受
付
期
間　

８
月　

日
（
火
）
～

１１

９
月　

日
（
木
）

１０
④
儿
３　
福
祉
手
当 

　
　
　
　
（
経
過
措
置
）

　

昭
和　

年
３
月　

日
現
在
、
福

６１

３１

祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

受
付
期
間　

８
月　

日
（
火
）
～

１１

９
月　

日
（
木
）

１０
⑤　
重
度
心
身
障
害
者
手
当

　

心
身
に
障
が
い
が
あ
り
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
（　

歳
６５

以
上
の
新
規
申
請
を
除
く
）

　

▽
重
度
の
知
的
障
が
い
で
、
介

護
者
が
目
が
離
せ
ず
特
別
な
配
慮

が
必
要
な
方　

▽
重
度
の
知
的
障

が
い
と
重
度
の
身
体
障
が
い
が
重

複
し
て
い
る
方　

▽
重
度
の
肢
体

不
自
由
で
両
上
下
肢
の
機
能
が
全

廃
し
、
座
位
を
保
つ
こ
と
が
困
難

な
方

受
付
期
限　

８
月　

日
（
月
）

３１

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、

特
別
障
害
者
手
当
等
、
重
度
心
身
障
害
者
手
当
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
な
ど
を
受
け
て
い

る
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
付
期
間
中
に
、
忘
れ
ず

に
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
を
し
な
い
と
、
８
月
以
降
（
重
度

心
身
障
害
者
手
当
は　

月
以
降
）
の
手
当
を
受
け

１０

ら
れ
ず
、
来
年
分
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
証

も
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
況
届
の
ご
案
内
は
受
給
者
に
郵
送
し

ま
し
た
の
で
、
届
か
な
い
方
は
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
手
当
等
の
受
給
要
件
に

該
当
し
、
ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
は
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
受
給
要
件
（
所
得
制
限
限
度
額
）

は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
医
療
費
控
除

等
各
種
控
除
を
所
得
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

% %%%%%%%%%%%

各
種
手
当
等
を
受
け
て
い
る
方

各
種
手
当
等
を
受
け
て
い
る
方
へへ

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
にに

① 児童扶養手当
配偶者扶
養義務者

受給者本人扶養親族
等の数 一部支給全部支給

２３６万円１９２万円　１９万円０人
２７４万円２３０万円　５７万円１人
３１２万円２６８万円　９５万円２人
３５０万円３０６万円１３３万円３人
３８８万円３４４万円１７１万円４人
４２６万円３８２万円２０９万円５人

② ひとり親家庭等医療費助成
配偶者

扶養義務者本　人扶養親族
等の数

２３６万円１９２万円０人
２７４万円２３０万円１人
３１２万円２６８万円２人
３５０万円３０６万円３人
３８８万円３４４万円４人
４２６万円３８２万円５人

③ 特別児童扶養手当
配偶者

扶養義務者本　人扶養親族
等の数

６２８万７千円４５９万６千円０人
６５３万６千円４９７万６千円１人
６７４万９千円５３５万６千円２人
６９６万２千円５７３万６千円３人
７１７万５千円６１１万６千円４人
７３８万８千円６４９万６千円５人

④ 特別障害者手当等
配偶者

扶養義務者本　人扶養親族
等の数

６２８万７千円３６０万４千円０人
６５３万６千円３９８万４千円１人
６７４万９千円４３６万４千円２人
６９６万２千円４７４万４千円３人
７１７万５千円５１２万４千円４人
７３８万８千円５５０万４千円５人

⑤ 重度心身障害者手当
本　人

（２０歳未満は扶養義務者）
扶養親族
等の数

３６０万４千円０人
３９８万４千円１人
４３６万４千円２人
４７４万４千円３人
５１２万４千円４人
５５０万４千円５人
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